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令和 6年 6月 18日（令和 6(2024)年度第 9号） 

全国保育士会委員ニュース 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

＜ニュースの内容＞ 

◼ 【募集中】第 19 回「保育スーパーバイザー」養成研修会 開催の

ご案内 

◼ 教育・保育施設におけるプール活動・水遊び事故防止及び熱中症

事故の防止について（こども家庭庁等 事務連絡） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◼ 【募集中】第１9 回「保育スーパーバイザー」養成研修会

開催のご案内 
 

全国保育士会では、令和 6 年 8 月 29 日（木）～8 月 30

日（金）に、『第 19 回「保育スーパーバイザー」養成研

修会』を開催します。 

保育所・認定こども園等は児童福祉施設としての専門的

な知識・技術を兼ね備えていることから、多職種・多機関

による支援につなげていく等、地域のすべての子どもと保

護者を含む子育て家庭を包括的に支援することが求められ

ています。 

また、保育人材確保が困難ななか、職員一人ひとりが保

育を着実に実施しながら、専門職としても成長をしていく

ための支援をするとともに、誇りとやりがいを持って働き

続けられる職場環境づくりに努めることが求められていま

す。 

本研修会は、そうした役割を担う「保育スーパーバイザー」を養成し、組織および保育

の質の向上をめざすことを目的に開催するものです。 

1日目【講義と演習Ⅰ】では、「保育士・保育教諭等に求められるソーシャルワーク（仮

題）」をテーマに、大阪公立大学 教授 伊藤 嘉余子 氏にご講義いただきます。ソーシャ

ルワークの知識・技術や、関係機関との連携について、また保護者支援や地域における子

育て支援等の役割や具体的な実践方法について学び、組織および保育の質を向上する方法

を演習を交えて学びます。 

本ニュースは、全国保育士会委員、顧問、監事、都道府

県・指定都市保育士会事務局に送付しています。 
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2日目【講義と演習Ⅱ】は、「リーダー的職員・管理的職員としての役割（仮題）」をテ

ーマに、東京家政大学 教授 小櫃 智子 氏にご講義いただきます。管理的職員やリーダー

的職員に求められる役割や技術、職員の育成方法等、具体的な実践方法について理解を深

め、組織および保育者一人ひとりの保育の質の向上を図る方法について学びます。 

 なお、本研修会は、主任保育士・主幹保育教諭特別講座、教育・保育施設長専門講座の

リカレント研修として位置付けています。 

詳細およびお申込みは、下記ホームページをご確認ください。 

【申込締切】 令和 6 年 7 月 2６日（金） 

■申し込み専用ページ 

 https://www.mwt-mice.com/events/supervisor2024 

■専用ページへは、本会ホームページの、研修会≫保育スーパーバイザー養成研修会 からも

アクセスしていただけます。 
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◼ 教育・保育施設におけるプール活動・水遊び事故防

止及び熱中症事故の防止について（こども家庭庁等 

事務連絡） 
 

夏季においては、プール活動・水遊びの機会が増加する時期で

あり、水に関する重大事故の発生が懸念されることから、各施設

等に周知するとともに、各施設等において必要な取組が確実に実

施されるよう、標記事務連絡が 5月 30日に発出されました。 

各施設等における事故防止については、平成 28 年 3 月 31 日

に発出した「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時

の対応のためのガイドライン」（以下「ガイドライン」とい

う。）において示されています。 

保育所・認定こども園等におけ

るプール活動・水遊びの開始時期

に合わせて、ガイドライン（施

設・事業者向け）中の注意すべき

ポイント等の記載事項を改めて確認し、事故防止対策を徹底

していく必要があります。 

また、これからは気温の高い日が続くと予想されることか

ら、熱中症事故の発生も懸念されるため、送迎用バス等への

置き去り事案をはじめとした熱中症による重大事故の防止に

ついても、対策を講じていくことが重要です。 

詳細は、別添 PDF資料をご確認ください。 

※画像：事務連絡より（Pwc コンサルティング合同会社

「こどもの重大な事故を防ぐためのポイント」） 


